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Ａ．目的
　平成２１年６月、新型インフルエンザ（H1N1）患者の
発生などに伴って、大規模な健康観察や地域医療体制の
運営を経験した。今回はこの一連の経験を紹介し、それ
ぞれの段階での課題を提示する。

Ｂ．対応経過と課題
１．検疫所からの通報に対する健康観察（４月２８日～５

月２２日）
　検疫所から通報のあった入国者は合計３３名であった。
連絡が取れなかった者及び協力が得られなかった者はい
なかった。また、発症者もいなかった。対応職員は当初
保健師が実施していたが、途中より福祉課行政職員の対
応訓練を兼ねて対応を行った。
　この間の課題は以下のようである。
①　外国人入国者とのコミュニケーション（外国語）が

困難であったこと。
②　入国時に届け出た居住先と異なる場所に滞在してい

る場合、連絡に手間取ったこと。
③　検疫所から保健所への通報が遅かったこと。

２．患者の発生とその経過（６月１３日～６月１９日）
《患者１の発生：６月１３日》
把握経過：患者の渡航先が国の指定する蔓延地域非該当
だった。感染症指定医療機関の医師から、保健所に
PCR検査依頼が出された。検査で確定がなされ、入
院勧告をおこなった。（感染症法第１９条）長野県内初
発患者である。
保健所の対応：保健所長及び薬剤師、保健師で自宅と職
場に訪問し、接触者の診察及び予防投薬と健康観察へ
の協力を依頼した。接触者・職場の理解・協力が関係
者全員から得られた。
課題は以下のようである。
１）患者及び接触者のプライバシー保護について、報道

発表後に患者の配偶者から質問があった。
２）接触者調査目的の保健所職員の自宅訪問により、接

触者のプライバシーが十分に守れなかった。

《患者２の発生：６月１５日》
把握経過：最初に発熱相談センターに本人から相談が

入った。国の指定する蔓延地域非該当だったので、
患者は一般医療機関の受診をした。そこでインフル
エンザ簡易検査陽性となり、医療機関から再度保健
所へ連絡が入り、発熱外来受診となった。

対応内容：患者の行動調査結果、保育園児とその家族を
対象とした大規模なイベント及び小学校の行事に参
加していることが判明した。イベント主催者等の協
力が得られ、接触可能者１１５９人が判明した。家族等
濃厚接触者に対しては、診察及び予防投薬、健康観
察を行った。健康観察は、市町村関係者との連携・
役割分担を行い、遂行した。
　また、社会的対応として知事が、関連する保育
園・幼稚園に対して臨時休業を要請した。（平成２１
年５月２２日：厚生労働省「医療の確保、検疫、学
校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指
針」）
　健康観察などは、市町村・福祉事務所・教育事務
所などと連携を図り、６月１９日まで行った。

　課題は以下のようである。
１）関係する住民の間で、携帯メールを用いて、個人情

報に関する憶測情報が多く交わされていた。
２）県庁での発表前に速報がながれ、関係市町村との打

合せに支障が生じた。

３．地域の医療体制の準備と運営
　事前に準備した飯田地域の新型インンフルエンザ医療
体制は、発熱外来４か所（病院３か所、特設１か所）、
入院医療機関３か所である（図１参照）。
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　当初、発熱外来１か所、入院施設１か所を開設してい
た。２例目の発生に伴い、万全を期するために、病院、
医師会の協力を得て、準備していた全ての発熱外来及び
入院医療機関の開所を依頼した。
　医薬品、医療器材などについては、薬剤師会が事前の
打合せ内容に応じて、対応を行っていただいた。
　また、警察など飯田地方新型インフルエンザ対策本部
の構成機関は、打合せ通り、対応を開始してくれた。
　課題は以下の点である。
・医療従事者に対する保障（診療中の感染による休業
補償など）

４．発熱相談センター
　図２に示したように、第２例目の患者の発生直後か
ら、２回線から１０回線に増設していた発熱相談セン
ターの電話が過密状態となった。ピーク時の電話件数
は４９４件／１日であった。地方事務所各所の応援を得
て、事前に訓練していた福祉課職員がリーダーとなり
対応を行った。
課題は以下のようである。
・通常の保健所の電話回線、人員での対応は不可能で
あること。

５．飯田保健所の対応体制
BCP（事業継続計画）：事前の計画に基づき、精神緊
急対応、食中毒及び感染症対応を除き、一般業務を
犠牲とした。幸いにも申請手続き、許認可事務が多
くなく、滞りなく対応できた。一般相談業務及び学
生実習は中止した。
ICS（危機管理システム）：所内業務を効率的に運営

する目的で、職員の役割分担を明確にした。図３は
用いた所内のレイアウトである。総務課は主に報道
対応、業務担当部門のバックアップをこなした。他
の技術部門は、新型インフルエンザに対する対応に
専念した。また本庁との連絡のため、本庁から連絡
員が派遣された。また、業務支援のため、他の保健
所などから主に保健師の応援を受けた。また、獣医
師などは特設発熱外来の駐車場係を行う等多岐に渡
る役割を分担した。

　この他、患者情報の保護のため、関係者以外の保健所
内への立入を制限した。通常業務は、受付事務担当者が
玄関先で対応した（図４）。

Ｃ．考察
　今回の経験からの以下の点が重要だと考えた。
１）連携：事前の「顔の見える関係作り」が大切。
２）準備：想定される場合に応じた準備と柔軟な運
営。
３）関係者の基本的役割の把握と技術の習得。
４）明確な指揮命令系統の樹立と運営。 

図１　飯伊地域の医療体制の概要

図３　保健所内のレイアウト

図４　保健所の立入禁止の状態と特設窓口

図２　飯田保健所発熱相談センターの件数の推移
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